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令和４年度又は令和５年度中に策定

策定年度又はその次年度～令和９年度を標準

持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域

の実情を踏まえつつ、必要な経営強化の取組を記載

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
• 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
• 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
• 機能分化・連携強化

(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革
• 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）

• 医師の働き方改革への対応

(3) 経営形態の見直し

(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(5) 施設・設備の最適化
• 施設・設備の適正管理と整備費の抑制
• デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等

• 経営指標に係る数値目標

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン｣の概要

各公立病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約して
医師・看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初期
救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、連携を
強化することが重要。

第１公立病院経営強化の必要性

公立病院経営強化プランの内容○ 策定時期

○ プランの期間

○ プランの内容

○ 都道府県が、市町村のプラン策定や公立病院の施設の新設・建替等にあた
り、地域医療構想との整合性等について積極的に助言。

○ 医療資源が比較的充実した都道府県立病院等が、中小規模の公立病院等と
の連携・支援を強化していくことが重要。

○ 病院事業担当部局だけでなく、企画・財政担当部局や医療政策担当部局な
ど関係部局が連携して策定。関係者と丁寧に意見交換するとともに、策定段
階から議会、住民に適切に説明。

○ 概ね年１回以上点検・評価を行い、その結果を公表するとともに、必要
に応じ、プランを改定。

○ 機能分化・連携強化に伴う施設整備等に係る病院事業債（特別分）や医師
派遣に係る特別交付税措置を拡充。

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口減少・少子高齢に伴う医療需
要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。

○ また、コロナ対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識されるとともに、病院
間の役割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。

○ 今後、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、さらに厳しい状況が見込まれる。

○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点を最も重視し、新興
感染症の感染拡大時等の対応という視点も持って、公立病院の経営を強化していくことが重要。

第２ 地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定

第３都道府県の役割・責任の強化

第４経営強化プランの策定・点検・評価・公表

第５ 財政措置

参考２

○ 医師・看護師等の不足に加え、医師の時間外労働規制への
対応も迫られることも踏まえ、新たに記載事項に追加。

(1)役割・機能の最適化と連携の強化

・ 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

・ 機能分化・連携強化

(2)医師・看護師等の確保と働き方改革

・ 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）

・医師の働き方改革への対応

(3) 経営形態の見直し

(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(5)施設・設備の最適化

・施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・デジタル化への対応

(6)経営の効率化等

・経営指標に係る数値目標

公立病院経営強化プランの内容

各公立病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約し
て医師・看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初
期救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、連
携を強化することが重要。

各地方公共団体に策定を求める「公立病院経営強化プラン」の主なポイント

○ 前ガイドラインの「再編・ ネ ットワーク化」に代わる記
載事項。「再編・ネットワーク化」と比べ、病院や経営主
体の 統合よりも、病院間の役割分担と連携強化に主眼。

ポイント

ポイント

○ 第８次医療計画の記載事項として「新興感染症等の感染拡
大時の医療」が加わることも踏まえ、新たに記載事項に追加。

ポイント

○ 前ガイドラインでは「改革」プランという名称だが、持続
可能な地域医療提供体制の確保のための「経営強化」に主眼
を置き、「経営強化」プランとした。

ポイント

【具体的な記載事項】
・基幹病院から中小病院等への積極的な医師・看護師等の派遣
・若手医師の確保に向けたスキルアップを図るための環境整備
（研修プログラムの充実、指導医の確保等）

・医師の時間外労働の縮減の取組（ﾀｽｸｼﾌﾄ／ｼｪｱ、ICT活用等）

【平時からの取組の具体例】
・感染拡大時に活用しやすい病床等の整備
・各医療機関の間での連携・役割分担の明確化
・専門人材の確保・育成 等

基幹病院 基幹病院以外の
病院等

機能分化・連携強化のイメージ（例）

医師・看護師等 回復期機能・初
を確保

急性期機能を
期救急等を担う

集約

連携を強化
医師派遣・
遠隔診療等
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第２ 地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定

○ 病院事業を設置する地方公共団体は、経営強化プランを策定し、病院事業の経営強化に総合的に取り組むものとする。

○ 公立病院をめぐる状況は、その立地条件や医療機能などにより様々であり、経営強化に係るプランの内容は一律のものとはなり得な

いことから、各地方公共団体が、各々の地域と公立病院が置かれた実情を踏まえつつ、本ガイドラインを参考に経営強化プランを策定

し、これを主体的に実施することが期待される。

○ 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24日付け厚生労働省医政局長通知）により、当該公立病院の

地域医療構想に係る具体的対応方針として位置付けることとされていることも踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる。

※ プランの策定主体は、公立病院ではなく、当該病院を設置する地方公共団体である。

１ 経営強化プランの策定時期

○ 地域に必要な医療提供体制を確保するためには、病院間の機能分化・連携強化、医師・看護師等の確保、働き方改革の推進等の公立
病院の経営強化のための取組が急務となっている。

○ 各都道府県において第８次医療計画の策定作業が進められ、その作業と併せて、令和４年度及び令和５年度において、地域医療構想

に係る各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うこととされているため、地域において各病院が担う役割・機能を早期に調

整・確定させていく必要がある。

○ 以上を踏まえ、令和４年度又は令和５年度中に策定するものとする。

※ 既に前ガイドラインに基づくプランの改定を行っている場合や地方独立行政法人が中期計画を策定している場合
は、上記の期間中 に、本ガイドラインで要請している事項のうち不足している部分を追加または別途策定することで足りる。

２ 経営強化プランの対象期間

○ 策定年度又はその次年度から令和９年度までの期間を標準とする。

※ プランの対象期間は５年間程度とすることを求めており、単年度計画などをもって代えることは適当でない。。

３ 経営強化プランの内容

○ 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、概ね次の各事項を記載するものとする。

(1)役割・機能の最適化と連携の強化 (4)新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(3)医師・看護師等の確保と働き方改革 (5)施設・設備の最適化

(5)経営形態の見直し (6)経営の効率化等

「地域医療構想の進め方について」（抄）
（令和４年３月２４日付け医政発第0324第６号 各都道府県知事宛て 厚生労働省医政局長通知）

１．基本的な考え方
今後、各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が202年度までかけて進められる際には

、各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要
があるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関
の対応方針の策定や検証・見直しを行う。
その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改
めて認識されたことを十分に考慮する。
また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を解消することとされており、
各医療 機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組
に加え、各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で
持続可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。

なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的
に取組を進めるものである。

２．具体的な取組
「人口100万人以上の構想区域における公立・公的医療機関等の具体的対応方針の検証等について」（令和３年７月１日付
け医政 発0701第27号厚生労働省医政局長通知）２（３）において、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等、
地域医療構想の実現に向けた今後の工程に関しては、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、各地域において
地域医療構想調整会議を主催する都道府県等とも協議を行いながら、厚生労働省において改めて整理の上、お示しすることと
している。」としていたことに ついては、2022年度及び2023年度において、公立・公的・民間医療機関における対応方針の
策定や検証・見直しを行うこととする。

このうち公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021年度末までに総務省において策定する予定の「
持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プ
ラン」を具体的対応方針として策定したうえで、地域医療構想調整会議において協議する。
また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区域の選
定による データ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。46
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○地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会条例 

平成２８年３月２９日 

条例第１２号 

改正 平成２９年１２月２２日条例第５７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定に基づき設置する地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会（以下

「委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２９条例５７・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に

応じ、次に掲げる事項について意見を述べる。 

（１） 法第２６条第１項の規定に基づく中期計画の認可に関すること。 

（２） 法第２８条第１項第１号及び第３号に定める事項の評価に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。 

（平２９条例５７・追加） 

（組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。 

（平２９条例５７・旧第２条繰下） 

（委員） 

第４条 委員は、医療又は事業の経営に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者の

うちから、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（平２９条例５７・旧第３条繰下） 

（臨時委員） 

第５条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置く

ことができる。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

参考３ 
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３ 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱

されるものとする。 

（平２９条例５７・旧第４条繰下） 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（平２９条例５７・旧第５条繰下） 

（会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができな

い。 

３ 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（平２９条例５７・旧第６条繰下） 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康保険部において処理する。 

（平２９条例５７・旧第７条繰下） 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

（平２９条例５７・旧第８条繰下） 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２２日条例第５７号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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